
第 2 章　不動産を運用（保有・賃貸借）する場合 Q9 遺留分侵害額請求を行った場合の不動産所得の課税関係
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平成 17年 1月 1日以後相続により取得した賃貸用家屋の登録免

許税等の取扱い
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1　遺留分侵害額請求とその対象

　遺留分侵害額請求については、平成 30 年の民法の改正により、遺贈及

び生前贈与を減殺する制度（物権の請求）から、遺留分侵害額に相当する

金銭の支払を請求する制度（金銭債権の請求）とする遺留分侵害額請求

（民法 1046 ①）に改正され、改正後は、遺留分侵害額請求の算定の基礎

となる遺留分の額は相続開始後の財産価額等とされた（民法 1043 ①）た

め、果実としての不動産所得は遺留分侵害額請求の対象には含まれないこ
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第 2 章　不動産を運用（保有・賃貸借）する場合 Q10 賃貸マンションの修繕積立金の必要経費算入時期
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ととされました。

2　財産としての賃貸不動産と果実としての不動産所得

　民法改正前においては、遺産である賃貸不動産は、遺留分減殺請求後は

包括受遺者及び相続人の共有に属し、また、その賃貸不動産から生じる賃

料は賃貸不動産とは別個の財産として確定的に取得するものなので、遺留

分減殺請求から合意までの賃料については共有割合により按分して不動産

所得として課税することとされていました。しかし、民法改正後は、物権

の請求から金銭債権の請求に変わったことから、賃貸不動産について共有

状態は生じず、また、果実である不動産賃料について遺留分侵害額請求の

対象とはならないこととされました。

遺留分の侵害額請求に係る不動産所得
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1　修繕積立金の原則的取扱い

　その年分の必要経費に算入できる費用は、別段の定めがあるものを除

き、その年において債務の確定しているものに限られており（所法 37）、

「債務の確定要件」として、次の①債務の成立、②事実の発生、③金額の

計算の明確性の三つが挙げられています（所基通 37─2）。

①　その年 12 月 31 日（年の中途において死亡し又は出国した場合には、

その死亡又は出国の時）までにその費用に係る債務が成立しているこ
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第 4 章　資　料 3　不動産の譲渡時に使える特例制度
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た場合、その支出した年の翌年 1月 1日において、その減価償却資産の

期首未償却残高とその資本的支出との合計額をその取得価額とする一の

減価償却資産を新たに取得したものとすることができる（所令 127 ④）

が、この特例は、平成 24 年 3 月 31 日以前に取得した減価償却資産と

平成 24 年 4 月 1 日以後にした資本的支出により取得したものとされた

減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないとされている

（平成 23 年改正所令附則 2④）。

【検討に当たっての留意点】

●　経過措置として、平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日ま

での間の資本的支出については、平成 24 年 3 月 31 日以前に取得し

た償却資産とみなして計算できる特例が設けられているので、資本的

支出と旧償却資産との取得価額の合算の特例も適用できる。

11 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特

別控除（震災特例法 10）

【制度の概要】

　認定地方公共団体の指定を受けた者が、特定復興産業集積区域内にお

いて、平成 23 年 12 月 26 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に、一定

の機械装置及び建物等を取得等をして、これを特定の事業の用に供した

場合、その事業の用に供した日の属する年において、特別償却を選択し

た場合を除き、その取得価額に一定割合を乗じた金額を所得税額から控

除することができる。

【検討に当たっての留意点】

●　税額控除される金額は、その年分の不動産所得の 20％相当額が限

度とされ、控除しきれなかった金額については、4年間の繰越しがで

きる。

3　不動産の譲渡時に使える特例制度

（1）特例制度の適用早見表

　譲渡所得に係る主な特例を表にまとめました。

　なお、各特例制度の概要及び検討に当たっての留意点については、表の

「特例等」欄記載の各解説ページにてご確認ください。また、誤りやすい

事例や判断に迷うことの多い事例として本書で取り上げている特例につい

ては、「関連事例」欄に掲載ページを記載していますので、併せてご確認

ください。

特例等 適用要件等 関連事例

税
額
計
算
の
特
例

1 長期譲渡所得の
課税の特例
（措法 31）

〔解説…P. 443〕

税率 所得税 15％　住民税 5％ ─

2 優良住宅地の造
成等のために土
地等を譲渡した
場合の長期譲渡
所得の課税の特
例
（措法 31の 2）
〔解説…P. 444〕

税率

2,000 万円まで 10％（住民

税 4％）、超える部分 15％

（住民税 5％）

適用期限

昭和 62 年 10 月 1 日～令和

4年 12月 31 日の譲渡

（注）令和 5年度税制改正に

より 3年延長予定

土地等の所有期間
その年の 1 月 1 日において

5年を超えるもの

確定優良宅地等予定

地の事業完了期間

原則：2年間

特例： 事業規模に応じて延

長が認められる

─




